
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下端部に中耕爪を装着したシャンクを左右に平行配置するカルチベータにおいて、前記左
右のシャンク上部に取付け前方および後方に突出部を形成する左側と右側の水平バーと、
この左側と右側の水平バーの前方または後方の突出部に前後に移動、固定自在に外嵌し、
側面に止めねじ付き円筒体を垂直に一体成形するシャンク取付け体と、前記止めねじ付き
円筒体に垂直中心線周りに旋回自在に挿通する八角鋼シャンクの下端面に水平に固着した
矩形平板の外端部に、前記八角鋼シャンクの平行対辺の中心線とその長手方向中心線が直
交する止めねじ付き円筒体を水平に固着した除草ナイフ取付け体と、上方水平部の前部下
方に連接する湾曲部から次第に斜め下方に延長するとともに、前進方向に向け刃部を形成
する装着時に畦作物の根部下方を通過する高さを備え、前記除草ナイフ取付け体の止めね
じ付き円筒体に前記上方水平部を挿通して固定し、後方へ斜めに固定する左側と右側の地
中切断ナイフと、を備えたカルチベータ用ナイフ型除草装置。
【請求項２】
前記左側と右側の水平バーの前方および後方突出部にそれぞれ前記除草ナイフ取付け体を
取付け、左側の前方または後方の除草ナイフ取付け体に前記左側の地中切断ナイフを取付
け、右側の前方または後方の除草ナイフ取付け体に前記右側の地中切断ナイフを取付け、
上方水平部の前部下方に連接する湾曲部から斜め下方に延長し、それぞれ下端部を斜め左
外側後方および斜め右外側後方に水平に折曲げ、前縁部を刃部にし、裏面に前進方向に沿
って縦刃を垂直に突設する 側後方折曲げ部と右外側後方折曲げ部を形成した左側表層
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切断ナイフおよび右側表層切断ナイフを、前記左側および右側水平バーの前記地中切断ナ
イフを取付けていない除草ナイフ取付け体の止めねじ円筒体に、下端部の水平折曲げ部を
斜め外側後方にしそれぞれ前記上方水平部を挿通し固定した、請求項１記載のカルチべー
タ用ナイフ型除草装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カルチベータに地中切断ナイフおよび表層切断ナイフを設け、とくに種子をま
かないのに自然に生える植物の除草に供するカルチベータ用ナイフ型除草装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
畑作における除草作業には、カルチベータに三角刃と呼ばれる単翼と双翼の除草刃を装着
することが広く行われてきた。また、本出願の発明者は、実願平６－７０２９（実用新案
登録第３０１４４５３２号）除草刃体を考案した。この除草刃体は、左右に対向するスプ
リングタインの下端部に所望の間隙を介し鎌刃を外向きに配設し、前進にともなってスプ
リングタインが相互に内方に撓み、鎌刃が作物の根際除草を可能にしたものである。これ
ら従来の除草刃は、表土を浅く水平に削ることによって除草するものであり、地中切断作
用によって除草するものではない。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
前作がばれいしょの圃場において小豆等の豆作を行う場合に、豆類の発芽より前にばれい
しょの野良生え（ノラバエ。種子をまかないのに自然に生える植物。小学舘２００１年１
０月発行の日本国語大辞典第２版、ｐ８６８参照。）が発生することがある。このばれい
しょの野良生えの発生は、前年秋の収穫の際に、小さなばれいしょがポテトハーベスタの
揚上リンクロッドコンベヤの間隙から土とともに地上に落下し、覆土されて越年し、春耕
の際に一部のものは破砕されるが、なお地中に多くが残存し野良生えとして発芽する。
【０００４】
野良生えばれいしょは豆類より成長が早く、背丈も大きい。したがって、養分を吸収し、
日照を害するので、豆類の生長を遅らせる。ばれいしょの野良生えはその茎葉が出てはじ
めて存在がわかるものであり、茎葉の出る前に除去することができない。従来は、発芽し
たばれいしょの野良生えを鍬で掘り起こすとか、人力で引き抜くとかして除去する以外に
方法がなく、これの除去には非常に多くの手間がかかっていた。
【０００５】
本発明は、以上の実情に鑑み、カルチベータの中耕作業とともにナイフで茎部を地中で切
断し、ばれいしょの野良生えはじめ一般の野良生えを枯死させることができるカルチベー
タ用ナイフ型除草装置を提供することを、解決しようとする課題としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、下端部に中耕爪を装着したシャンクを左右に平行配置するカルチベー
タにおいて、前記左右のシャンク上部に取付け前方および後方に突出部を形成する左側と
右側の水平バーと、この左側と右側の水平バーの前方または後方の突出部に前後に移動、
固定自在に外嵌し、側面に止めねじ付き円筒体を垂直に固定するシャンク取付け体と、前
記止めねじ付き円筒体に垂直中心線周りに旋回自在に挿通する八角鋼シャンクの下端面に
水平に固着した矩形平板の外端部に、前記八角鋼シャンクの平行対辺の中心線とその長手
方向中心線が直交する止めねじ付き円筒体を水平に固着した除草ナイフ取付け体と、を設
ける。
【０００７】
そして、上方水平部の前部下方に連接する湾曲部から次第に斜め下方に延長するとともに
、前進方向に向け刃部を形成する装着時に畦作物の根部下方を通過する高さを備える左側
と右側の地中切断ナイフを、前記除草ナイフ取付け体の止めねじ付き円筒体に前記上方水
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平部を挿通して固定し、後方へ斜めに向け固定するものである。
【０００８】
また、請求項２の発明は、前記左側と右側の水平バーの前方および後方の突出部にそれぞ
れ前記除草ナイフ取付け体を取付け、左側の前方または後方の除草ナイフ取付け体に前記
左側の地中切断ナイフを取付け、右側の前方または後方の除草ナイフ取付け体に前記右側
の地中切断ナイフを取付け、上方水平部の前部下方に連接する湾曲部から斜め下方に延長
し、それぞれ下端部を斜め左外側後方および斜め右外側後方に水平に折曲げ、前縁部を刃
部にし、裏面に前進方向に沿って縦刃を垂直に突設する左側後方折曲げ部と右外側後方折
曲げ部を形成した左側表層切断ナイフおよび右側表層切断ナイフを、前記左側よび右側水
平バーの前記地中切断ナイフを取付けていない除草ナイフ取付け体の止めねじ円筒体に、
下端部の水平折曲げ部を斜め外側後方にしそれぞれ前記上方水平部を挿通し固定したもの
である。
【０００９】
【実施例】
以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。なお、以下の説明における左右側は前
進方向に見ての表示、図中のＧＬは地表面、矢印Ｆは前進方向の表示である・
【００１０】
図１は、本発明の第１実施例を装着したカルチベータ１の右側要部の後方斜視図であり、
前方にトラクタの油圧３点支持装置に連結するマスト２を備えたツールバー３に、クラン
プ金具４を介しブラケット５を後方に突設している。ブラケット５の下方には公知の自動
高低調節装置６を取付け、自動高低調節装置６の下方に中骨ビーム７を前進方向に沿って
左右に平行に設け、左右の中骨ビーム７の前端部にはそれぞれ定規車８が設けられている
。
【００１１】
９は、平面視Ｔ形で断面四角形の角鋼を備えるスライドシャンクであり、中骨ビーム７の
中央部内側に固定した止めねじ付ソケット１０に摺動自在に内嵌し、中骨ビーム７と直交
に内方に突出するようになっている。左および右側のスライドシャンク９、９の内方突出
端部には、それぞれ左側シャンク１１および右側シャンク１２が上端部をボルト・ナット
で取付け垂下状に設けられ、前方に凹湾曲している下端部に中耕爪１３が取付けられてい
る。左、右側のシャンク１１、１２の左右間隔は、スライドシャンク９、９の出退によっ
て調節できるようになっている。１６は、後部中耕爪である。
【００１２】
図２は、図１の要部平面図である。図１、図２のように、左側水平バー１４および右側水
平バー１５は、それぞれ左側シャンク１１および右側シャンク１２の上部にボルト・ナッ
ト４０で水平に取付けられ、前方突出部２２と後方突出部２３を形成している。図３、図
４も参照して説明すると、１７はシャンク取付け体であり、左、右側の水平バー１４、１
５に摺動自在に外嵌し、止めねじ４１で固定できる枠体の一側面に、垂直に止めねじ付円
筒体２４を一体成形したダクタイル鋳鉄製のものである。止めねじ付円筒体２４は上方部
位に前後方向に沿ってロックナット付の止めねじ４２を螺着し、下方部位にロックナット
付の止めねじ４３を螺着している。
【００１３】
止めねじ付円筒体２４は、上下方向中心線に沿って八角鋼シャンク１８を上下摺動自在に
挿通する丸穴を形成している。前述の止めねじ４２は前後方向に沿って設け、丸穴に挿通
した八角鋼シャンク１８の一辺の平面を締め付け、止めねじ４３は八角鋼シャンク１８の
角稜に当接して締め付けるように、止めねじ４２と４３の交角αが２２．５度になってい
る（図４参照）。八角鋼シャンク１８は、図４のように、平行対辺３０、３１の距離が２
２ｍｍである。八角鋼シャンク１８は、後述する左、右側の地中切断ナイフ２０、２１が
地中切断時に発生するモーメントに耐えるため、高炭素工具鋼を焼き入れ焼戻ししたもの
である。
【００１４】
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次に、図２乃至図４を参照して説明すると、１９は除草ナイフ取付体であり、八角鋼シャ
ンク１８の下端面に厚さ８ｍｍ、長さ５０ｍｍの矩形平板２５の一端を水平に固着し、八
角鋼シャンク１８の平行対辺を垂直によぎる中心線に対し、その長手方向中心線が直交す
る止めねじ付円筒体２６を、矩形平板２５の外端末に水平に固着している。止めねじ付円
筒体２６の長手方向中心部には、後述する左側地中切断ナイフ２０と右側地中切断ナイフ
２１を挿通する丸穴を備え、上面には２本のロックナット付止めねじ４４が螺着されてい
る。
【００１５】
シャンク取付体１７は、左側および右側の水平バー１４および１５に前後に摺動して取付
け位置を変えることができ、除草ナイフ取付体１９は八角鋼シャンク１８を止めねじ付円
筒体２４に対して上下動することによって、止めねじ付円筒体２６の地上高を調節するこ
とができる。除草ナイフ取付体１９の八角鋼シャンク１８の軸心線と、止めねじ付円筒体
２６の丸穴中心線との間隔を５５ｍｍにした。
【００１６】
図５の２０は左側地中切断ナイフであり、上方水平部２７の前部下方に湾曲部２９を連接
し、湾曲部２９から斜め下方に延長し右側端面部に刃部２８を形成している。図６の２１
は右側地中切断ナイフであり、上方水平部２７の前部下方に湾曲部２９を連接し、湾曲部
２９から斜め下方に延長し左側端面部に刃部２８ａを形成している。左側と右側の地中切
断ナイフ２０と２１は、刃部２８、２８ａが右側と左側である以外は同形であり、上方水
平部２７の水平延長面から刃部先端までの高さが２６０ｍｍ、前後方向の長さも２６０ｍ
ｍである。
【００１７】
また、左側と右側の地中切断ナイフ２０、２１は上方から見て長方形で、材料は厚さ６ｍ
ｍ、幅２５ｍｍのばね鋼材である。そして、上方水平部２７を止めねじ付円筒体２６の丸
穴に挿通し、ロックナット付止めねじ４４で固定して除草ナイフ取付体１９に取付け、図
２のように、左側水平バー１４および右側水平バー１５にそれぞれ取付けるものである。
【００１８】
左側地中切断ナイフ２０は、八角鋼シャンク１８が止めねじ４２で止めねじ付円筒体２４
に固定され、図２に示すように、長手方向中心線と前進方向Ｆに沿った線との成す角βが
４５度であり、左側水平バー１４に対し後方に斜めに設けている。同様に右側地中切断ナ
イフ２１も右側水平バー１５に対し後方へ斜めに設けている（図１０参照）。
【００１９】
図７は、前進方向から見た図２の正面図である。図７のように、左、右側の水平バー１４
、１５に取付けたシャンク取付体１７の止めねじ付円筒体２４に八角鋼シャンク１８を挿
通し、適当な地上高で除草ナイフ取付体１９を固定している。そして、左側および右側の
止めねじ付円筒体２６にそれぞれ左側地中切断ナイフ２０および右側地中切断ナイフ２１
の上方水平部２７を挿通し、止めねじ４４で固定している。
【００２０】
除草ナイフ取付体１９の適当な地上高は、左、右側の地中切断ナイフ２０、２１の地中切
断深さが約１５ｃｍになるようにする。また、左、右側の地中切断ナイフ２０、２１を前
進方向に対し角度βを４５度で後方へ斜設する際に、上方水平部２７を止めねじ付円筒体
２６に対し前後に移動し、両者の下端部先端が畦間中央の同一線上に位置するか、または
交差するように取付けるのである。
【００２１】
図８は、第１実施例の作業時の態様を模式的に示す図２Ａ－Ａ線矢視の側面図である。図
８において、右側地中切断ナイフ２１は止めねじ付円筒体２６に固定され、八角鋼シャン
ク１８が右側水平バー１５の前方突出部２２に固定されたシャンク取付体１７の止めねじ
付円筒体２４に固定されている。前述したように、右側地中切断ナイフ２１は、刃部２８
ａが前進方向に向き斜め後方へ設置されている。図中のＰは小豆、Ｎは野良生えばれいし
ょであり、図８は、小豆 Pの根の深さＤ２が５ｃｍ程度のときに中耕作業を行なう場合で
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ある。野良生えばれいしょＮは種々の深さのものがあるが、多くは小豆の根よりも深い位
置に存在し、地上に茎葉を出している。図８中のＤ１は右側地中切断ナイフの切断深さ１
５ｃｍである。
【００２２】
左側地中切断ナイフ２０も右側水平バー１４の前方突出部２２に同様に固定され、地中切
断深さ１５ｃｍに設けられるている。この状態でカルチベータを前進させると、左、右側
の地中切断ナイフ２０、２１が小豆Ｐの両側の土を深さ約１５ｃｍで切断するとともに、
野良生えばれいしょの根を切断する。根が切断された野良生えばれいしょはやがて枯死す
る。
【００２３】
図２は、左側地中切断ナイフ２０と右側地中切断ナイフ２１を、左側水平バー１４と右側
水平バー１５の前方突出部２２に取付けているが、左、右側の水平バー１４、１５の後方
突出部２３に取り付けてもよい。また、左側水平バー１４の前方突出部２２に左側地中切
断ナイフ２０を取付け、右側地中切断ナイフ２１を右側水平バー１５の後方突出部２３に
取付けてもよく、これと逆配置にしてもよい。
【００２４】
図９は、本発明装置の第２実施例を装着したカルチベータ１の右側要部の後方斜視図であ
リ、図１０図は図９の要部平面図である。図９におけるカルチベータ１は、図１と同一で
ある。図９、図１０において、第２実施例は、第１実施例における左および右側の地中切
断ナイフ２０および２１をそれぞれ左側、右側の水平バー１４および１５の前方突出部２
２に取付け、左、右側の後方突出部２３にそれぞれ左側表層切断ナイフ３２および右側表
層切断ナイフ３３を取付けるものである。
【００２５】
また、第２実施例は、図１１のように、左、右側の地中切断ナイフ２０、２１を左、右側
の水平バー１４、１５の後方突出部２３に取付けた場合は、左側表層切断ナイフ３２およ
び右側表層ナイフ３３を前方突出部２２に取付ける。また、図示を省略したが、左、右側
の地中切断ナイフ２０、２１の一方を前方突出部２２に取付ければ、左、右側の表層切断
ナイフ３２、３３の一方を後方突出部２３に取り付けるのである。
【００２６】
図１２および図１３は、それぞれ左側表層切断ナイフ３２および右側表層切断ナイフ３３
の斜視図である。左、右側の表層切断ナイフ３２、３３は、ともに上方水平部３７の前部
下方に連接した湾曲部３８を斜め下方に延長し、この延長端末部を左側表層切断ナイフ３
２は進行方向左側へ、右側表層切断ナイフ３３は　進行方向右側にそれぞれ水平に折曲げ
、それぞれ左外側後方折曲げ部３４および右外側後方折曲げ部３５にしている。３６は刃
部であり、左側表層切断ナイフ３２の進行左側に形成し、右側表層切断ナイフ３３の進行
右側に刃部３６ａを形成している。左、右外側後方折曲げ部３４、３５の後方折曲げ角は
前進方向に対し１３５度である。３９は縦刃であり、左、右外側後方折曲げ部３４、３５
の中央部裏面から下方に前進方向に沿って突設し、下縁と前縁が断面突三角形の刃になっ
ている。
【００２７】
図１４は、図１０のＢ－Ｂ線矢視の側面図、図１５は前進方向から見た図１０の正面図で
ある。図１４中、 D１は地中切断ナイフの切断深さ約１５ｃｍであり、Ｄ３は表層切断ナ
イフ３２、３３の切断深さ約４ｃｍである。Ｈは縦刃３９の高さ５ｃｍである。左側地中
切断ナイフ２０を固定した除草ナイフ取付体１９は、止めねじ４２、４３を緩めシャンク
取付体１７に対し八角鋼シャンク１８を上下することによって、所望の地中切削深にする
ことができる。右側地中切断ナイフ２１も同様である。左側表層切断ナイフ３２は、左側
水平バー１４の後方突出部２３に取付けたシャンク取付体１７に除草ナイフ取付体１９を
取付け、上方水平部３７が止めねじ付円筒体２６に挿通し固定されている。
【００２８】
また、止めねじ４４を緩めると、左側地中切断ナイフ２０を前後に移動することができ、
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左側地中切断ナイフ２０の切断位置を調節するのである。すなわち、左側の地中切断ナイ
フ２０を前方に移動すると、切断位置が畦中心より外方に移動し、後方に移動すると畦中
心側に移動する。右側地中切断ナイフ２１も同様にして切断位置を調節するものである。
【００２９】
左、右側の表層切断ナイフ３２、３３は、図１５に示すように、左、右外側後方折曲げ部
３４と３５が、カルチベータの前進により左右の中耕爪１３、１３の内側の雑草を地表近
くで削り取り、また、縦刃３９が地表の砕土作用を行うのである。４５は畦の中心線であ
り、左、右側の地中切断ナイフ２０、２１の下端末が、畦の中心線４５の下方を前進する
ように、左右の除草ナイフ取取付体１９に固定されている。
【００３０】
【発明の効果】
以上に説明したように、本発明の請求項１によれば、左、右側の地中切断ナイフにより地
表から畦作物下方の地中を切断することができるので、地中深くから生長した野良生えば
れいしょおよび野良生え植物の茎を地中で切断し、これを枯死させることができる。また
、カルチベータの中耕爪を取付ける左右のシャンクの上部に取付けた水平バーは、前方お
よび後方に突出部を形成したので、水平バーの前方または後方にシャンク取付体を装着す
ることができ、前記シャンク取付体に取付ける除草ナイフ取付体を介し中耕爪の前方また
は後方の適切な位置に、左、右側の地中切断ナイフを設けることができる。
【００３１】
また、左、右側のシャンク取付体に高低調節自在に八角鋼シャンクを挿通し、この八角鋼
シャンクの下端部に止めねじ付円筒体を水平に固着した除草ナイフ取付体を前記シャンク
取付体に取付け、止めねじ付円筒体に左、右側の地中切断ナイフを取付けるようにしたの
で、八角鋼シャンクの上下動という簡単な操作で地中切断ナイフの切断深さを容易に調節
することができる。また、除草ナイフ取付け体１９は、シャンク取付け体に挿通する八角
鋼シャンクの平面を止めねじで押すようにしたので、地中切断ナイフが地中を切断する際
に生ずる大きなモーメントを受けても、八角鋼シャンが捻回することなく地中切断ナイフ
を保持することができる。
【００３２】
請求鋼２の発明によれば、左、右側の地中切断ナイフの前方または後方に表層切断ナイフ
を配設したので、地中切断と同時にカルチベータの中耕爪近くの地表面を削り、野良生え
や雑草を除草することができるとともに、砕土効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明装置の第１実施例を装着したカルチベータ右側要部の後方斜視　図である
。
【図２】第１実施例の要部平面図である。
【図３】図２中の一部品の正面図である。
【図４】図３の平面図である。
【図５】左側の地中切断ナイフの斜視図である。
【図６】右側の地中切断ナイフの斜視図である。
【図７】図２の前進方向から見た正面図である。
【図８】第１実施例の作業時の態様を模式的に示す図２Ａ－Ａ線矢視の　　側面図である
。
【図９】本発明装置の第２実施例を装着したカルチベータの右側要部の後方斜　視図であ
る。
【図１０】図９の要部平面図である。
【図１１】図１０において切断ナイフの取付位置を変えた平面図である。
【図１２】図９における左側表層切断ナイフの斜視図である。
【図１３】同じく右側表層切断ナイフの斜視図である。
【図１４】図１０のＢ－Ｂ線矢視の側面図である。
【図１５】図１０の前進方向から見た正面図である。
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【符号の説明】
１　　　カルチベータ
１１　　シャンク
１２　　シャンク
１３　　中耕爪
１４　　左側水平バー
１５　　右側水平バー
１７　　シャンク取付体
１８　　八角鋼シャンク
１９　　除草ナイフ取付体
２０　　左側地中切断ナイフ
２１　　右側地中切断ナイフ
２２　　前方突出部
２３　　後方突出部
２４　　止めねじ付円筒体
２５　　矩形平板
２６　　止めねじ付円筒体
２７　　上方水平部
２８、２８ a　　刃部
２９　　湾曲部
３０、３１　　平行対辺
３２　　左側表層切断ナイフ
３３　　右側表層切断ナイフ
３４　　左外側後方折曲げ部
３５　　右外側後方折曲げ部
３６．３６ a　　刃部
３７　　上方水平部
３８　　湾曲部
３９　　縦刃
Ｆ　　　前進方向
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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